
令和4年11月市議会総務委員会資料

第152号議案長崎のもざき恐竜パーク条例の一部を改正する条例
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条例改正の概要

(1)概要

令和3年10月にオープンした恐竜博物館をはじめ、恐竜パークへの来場者は想定

を超え多数の来場があっており、これにより常設の駐車場が不足し臨時駐車場の利

用が常態化している。このため、利用者の利便性向上と満足度向上を図るため、常設

の駐車場を新たに整備したいことから、恐竜パーク庭球場を廃止するもの。

なお、駐車場整備工事に係る予算については、第 142 号議案令和4年度長崎市

一般会計補正予算(第10号)において提案している。

【参考1】

恐竜パーク全体

恐竜博物館

(2)課題

ア恐竜博物館開館(R3.10.29)以来、ほぼ毎週末、.多目的広場を臨時駐車場として

利用(開館~R4.10.31 まで多目的広場の臨時駐車場使用割合:32.9%)

イ多目的広場本来の目的である「ボール遊び、かけっこ、軽スボーツなど」の利用

ができない。また、指定管理者の事業計画提案であるイベント関係も実施できない

■事業計画提案イベント

・7K鉄砲バトル

・ドローン(ドローン体験、各種競技)

・グルメ祭り

・フリーマーケット

・音楽

■その他のイベントアイデア

・恐竜仮装かけっこ大会

・恐竜お絵かき

・イルミネーション

年間目標値

年間目標値

(当初)

(当初)

(R3.10.29-R4.1031) 407,319 人

122,747 人(R3.10.29-R4.10.31) 269,744 人
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ウ上記課題から、指定管理者より駐車場確保の要望

(3)改正の内容

恐竜パーク庭球場に関する条文の削除とその他所要の整備を行う。

(4)施行期日

令和5年3月1日



2 恐竜パークの駐車場、庭球場の位置及ぴ利用状況等

(1)駐車場、庭球場の位置及び駐車台数

①臨時(多目的) 65台

5台ノくス

一般車 6台

庭球場用

15台

恐竜博物館
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(2)臨時駐車場使用日数と割合(R3.10.29~R4.10.31)※恐竜博物館開館日数.307日

場所 収容台数使用日数 使用割合

③のもん湯下約150台 18日 5.9%

②カヌー艇庫

①多目的広場

(多目的広場の臨時駐車場利用状況)

42 台

65 台

87

39日

101日

備考

開業後12月までの土日、年

末年始、水仙まつり、ゴール

デンウィーク、五歌祭

上記に加え、お盆

上記に加え、冬春休みの平

日、毎月の土日

12.フ%

32.9%

【参考2】恐竜博物館

人

＼.

入館者平均値の推移(月別

恐竜博物館入館者平均値の推移

曜日別)

(月牙リ)

,^写....^

※ R4.1.23~2.20まで新型コロナのため休館
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(3)恐竜パーク庭球場の施設概要及び利用状況等

長崎のもざき恐竜パーク庭球場ア名称

昭和52年11月イ設置年

1,930 rrrウ面

人工芝工種類

2面オ面数

力利用者数

令和2年度令和元年度平成29年度平成30年度

1,556 人1,501 人1,676人 1,435人利用者数

キ令和3年度利用申込者(代表):64人(グループ)

うち、野母崎居住者2人(全体の3.1%)

ク令和元年度稼働率(予約コート数/年間利用可能コート数):11.6%

【参考3】南総合事務所管内庭球場の稼働率(香焼総合公園庭球場が大雨被災によ

り令和2年7月から利用停止となっているため、令和元年度データで比較)

えがわ運動公園庭球場:37.4%元宮公園庭球場;29.9%香焼総合公園庭球場:11.4%

R2

野母崎総合

2面

70.0%

60.0%

2.フ%

50.0%

62.1%

40.0%

令和3年度

1,634 人

30.0%

稼率推移

62.2%

20.0%

34.4%

28.6%

10.0%

13.1%

61.9%

0.0舗

34,3%

H29

えがわ運

2面

37.4%

29.9舗

11.0%

10.4%

57.1%

R3

平和公園

7面

H30

π呂

4面

1 1.4%

34.3%

26.9%

RI

一香焼総合

3面

杓.4隔

28.2%

21.鵠



【参考4】市内庭球場(長崎市管理・有料施設)の利用状況.

市肯庭球場(平和公国)

えがわ運動公園庭球場

元宮公

小江原台近庭球場

長東公園塵球場

かきどまり庭球場

書螢批合運馳公国盛球場

腐禦高校テニス場

さくらの里庭球場

墨崎■、ぎき垂竜パウ

尋寿中郁運動分■塵球埋 2 171

794声島●■嶋、鳴而^些■直陣嶋

58 約5,324

※香焼総合公園の1面当た

R2年度のデータより算出

施設名 面数
H29

利用人敷利用件敷

7 264.5的 9,57'

2 1?.645 1,528

4 33'270 2.705

3 19,556 2.310

5 28.253 6.8部

19 101,703 8.034

3 9.213 838

3郭4 15,432

3 8,73了 1.025

三和地区

H30

利用人敷利用件数

240,077 9,6能

16,2?? 1.519

32,597 2,フ72

18,864 ?.?57

28,872 6,帥2

101,349 8,270

726フ.729

35516,143

9,590 1,129

三和地区,14%

RI

利用人数利用件敷

158'5妬 9,962

17.042 1,718

43.103 2,861

18.9乃 2,2帖

2了.5朋 6,986

92.235 8,575

フ.746 7闘

12,0開 332

9蛤8,418

【参考5】恐竜パーク庭球場利用申込者(代表)の居住地別割合(令和3年度)

38 105

6 10

33.5了1 472,993

り利用人数は

R2

判用人鮫利用件数

巧3,955 9,674

18.466 1,587

砧,725 2,674

?0,826 2,109

27,013 6β48

84,975 16,4m

1,953 185

31411,459

8,3杓 1.0引

幻 284

3452

33.744 3訂,7舶

R1年度、高

R3

利用人敷利用件敷

175,314 12.214

17,926 1.625

26.074 2.243

17,880 2'351

?2.1 15

73,615 6.161

0 0

10,1 18 281

艶7フ.5開

胎 4釘 125 41121

飴 130 026 0

34,7胎 384,874 41.318 352,389 26,181

ふれあい多目的運動公園庭球場は

恐竜パーク庭球場の利用居住地別割合

市外(県内),5%

1 当たり

利用人数

?5,045

8.9卵

6.519

5.960

4.423

3.874

2.582

2.530

2.529

市内他地区.市外(県内)

その他,8%

その他

野母崎地区 3%

市内他地区,48%

野母崎地区

土井首地区,17%

士井首地区 深堀地区

深堀地区,3%

香焼地区,2%

香焼地区

舶
闘



(4)庭球場廃止の判断

ア利用状況等

恐竜パーク庭球場の稼働率は10%程度であり、仮にすべての利用者が香

焼総合公園庭球を利用しても香焼総合公園庭球場の稼働率は23%程度と

想定される。これはえがわ運動公園や元宮公園庭球場の稼働率より低く、他

の庭球場で既存利用者の吸収は可能と考える。

また、利用者代表の野母崎在住割合は約3%と低く、他の南部地域36%

や市内48%、市外5%の利用者は距離的には香焼総合公園が近く、既存利

用者の利便性は大きく損なわれないと考える。

地元意向等

野母崎居住者及び利用回数(年間累計5コート以上)が多い利用申込者代

表には訪問や電話等で個別に説明し、了解を得ている(残念だが仕方ない。

他の利用可能な場所は何処かなどの意見)。

また、地元連合自治会(4連合自治会)からは「町内利用者は少ないので

やむをえない。」との意見を得ている。

以上より、恐竜パーク庭球場を廃止し駐車場として整備するとともに、多目的

広場を体験型イベント等にも活用することで、来場者の利便性と満足度の向上を

高め、恐竜パークの賑わいと地域振への貢献を維持していきたい。

適正駐車台数の算定

現在の駐車台数は、恐竜博物館と恐竜広場等(公園)の利用者を想定し、自

動車利用率や1台当たりの同乗者数などは類似施設データを参考に設定し算出

している。その結果は次の通り。

70台●恐竜博物館

町:} 計 127台
●恐竜広場等(公園)

今回の駐車台数の算定にあたっては、恐竜博物館開館後の令和3年11月から

令和4年4月まで6か月間の平均値を年間換算した入館者数の約70%を将来的に

も目指す目標値として設定(年間約20万人)し、最も利用が多い日曜日におけ

る駐車場利用実態調査等に基づき、次の条件で算定している。

現地の整備台数は134台



なお、実態調査の結果、恐竜パーク来場者は恐竜博物館、広場(公園)、インフ

オメーシヨンセンターでの飲食や買い物、水仙の丘などを見学後、帰路につぃて

おり、これに要する時間が滞在時間となっていることから、博物館と広場等を区

別することなく全体で台数を算定することとした。

(条件)

・博物館年間入館者数

・20万人入館の場合の日曜日の利用者

・日曜日の恐竜広場等(公園)利用者

・自動車の交通手段割合

・車1台当たりの同乗者数

・滞在時間

上記条件にて算定した結果、ピーク時(11時から 12時)に194台が必要

※現在の駐車台数算定及び今回の駐車台数算定の考え方は、別紙1を参照

ピーク時駐車台数の算定は、別紙2を参照

一般車

約20万人

約 1,450 人

約価0人

95%(R3.11~R4.9 アンケート結果)

3.5 人(R4.8日曜日調査)

180分(午前)~60分(午後)

1 5台(既存)
^

ーー.,.
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,寺曜゛

博物館側に119台、庭球場用駐車場15台、庭球場の駐車場整備で80台、駐車

場整備に伴う出入り口整備で支障となる2台を差し引き、合計212台となる。これ
は、 194台のピーク時必要数を満足する。

、';^ι^
^、

一般車 80台(新設)

.

.



恐竜ハーク整

1恐竜博物館

前提条件

A 年間入館者数

本計画時の

B 駐車台数の 1年間の駐車台数分散値の80貼を満足する割合0 67 見
一定の集中率 (長崎市科学館データより算出

C 自動車利用率 90鳥旧長崎県亜熱帯植物回のデータより算出

D1台当たり同乗者數 30人家族連れ葹設の場合、一般的に30~35人 '、

ε駐車場回転数 平均滞在時聞60分の場合建築設計資料集成デ35

■計算式車台数Y=AXBXCX ID X IE

駐車台数 Y= 7049 台 =700 ...

必翌駐車厶数ネ1 -127台

台数定(考え方)

122 747 人

備考

入 要によと入者

る多変量解析により算出影響要素は、都市人口や
駅からの距離、観光客数、常設震示面積など

2 今回、態餌

1恐竜博物館

前提条件

車台数で算出した利用者数から博物館等利用者を
差し引いた数値(R3"からR43までデータ
博物館1 公園045

年問入館者数

等に基づく定

日曜日の利用

自動車利用牢 95 与6 R311~R49 アンケト結果 97196 自動車利用率 95 %

1台当たり同乗者数 35人 R48 実態謂査 1台当たり同乗者数 3.5 人

180~60分 R48 態査では192分午前中来場滞在時問 潮在時問 180~60分

■計算式日曜日の利用者数1、時間帯別来場率実態調査を乗じ、車聞始から時問帯ごとの滞在時問後に出庫し、その駐車スペースに来場者が駐車し、また滞在時問後に出儷する

シミュレーションで算定モの結果、11時から12時のヒーク時に194台の車台数が必要

現地の駐車状況でも、"時から13時頃が車ビクとなり、その後徐々1一駐車台数が滅少Lており、シミュレションは現地状況と母ね一致

備考

②恐竜広場等

前提条件

200 000 人

■計算式駐車台数Y=アXイ÷ウ

573台=57台駐車台数 Y=

=博物館側に119台庭球場側庭球場利用者用に15台、合計134台を整備

備考

指定管理者目槻
二の数値は、R3"~R44まての6か月平均値【平日、

土曜、日曜を年問換算した場合の約70g6に相当す
るもので、目探俵として妥当と判断

ア

1 450 人

時問あたり
最大利用者数

R3 Ⅱ~R44 6か月平均値の7096

タ

自動車利用率

1台当たり同乗者数

191 人

備考

、ら口公公一利用 の日

Iha当たり利用者は52人時問これに公回面積
28h.を乗じて146人
軍膳島資料館は過去の入館者実績から日当たり158
人を想定し、ピク時問当たり45人と設定

②恐竜広場

前提条件

90 %

3 0 人

別紙1

恐竜博物館と同条件を設定

恐竜博物館と同条件を設定

公回

日曜日の利用 650 人

イ
ウ

芯



ピーク時駐車台数の定

1日曜日利用者数

恐竜博物館入館者臼曜日平均

憎物館広場

04

計

広場利用名

2

区分

博物館

広場

。1

ピーク時駐車台数

滞在時閻(分)

時問帯記載の通り

時問帯記載の通り

1,435 人

8:30-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

H:00'12:00

12:00・13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

時間帯

646 人

2,081 人

R3.11~R4.4までの 6 か月平均

180

150分

150分

120分

120分

90分

90分

60分

60分

班来場率%

(R4,10胴査)

人数

1,435

646

2.081

102,842人:46,756人

R3.10.29~R4.3.31までのネ1.用名

パーク全体196,U9人一博物館102,842人

まつ 1 32,568人=46,756人

印科用率

0.95

095

修正率

(%)

16.6

14.6

11.3

11.6

12.8

11.5

12.5

9.1

平均垂也人数

3.5

35

剛物館

(ム)

564

駐車台数

389

175

564

広場

(台)

172

147

108

96

45

0

卿!合

69.0%

31.0%

100.0%

100

軍艦島金料館14,2部人一水仙

入庫数

23

96

180

別紙2

100

時間帯
博物館

出庫数

389

広場

9・10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16・17

17-18

時間帯駐班

175
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3 今後のスケジュール

10月9月

庭球場の廃止

庭球場箇所の
駐車場整備

香焼総合公園
災害復旧工事
'了

令和4年度

11月12月1月

Ⅱ月議会
・恐竜パーク条例改正

Ⅱ月議会
・補正予

R4.2.16~1130

2月3月4月

■2月末廃止

■12月10日から庭球(3面)利用可能

そ・^・

R5.3~4 ■GW前供用閣始
工

5月

令和5年度

6月7月 8月 9月

12^



4 新旧対照表(長崎のもざき恐竜バーク条例)

(設置)

第1条本市は、野母崎地区において学習、文

化、スポーツ及び地域交流の場を一体的に提供

することにより、市内外の人々の来訪及び市民

の活動を促し、もつて地域の活性化及び観光の

振興に資するため、長崎のもざき恐竜パーク

(以下「恐竜パーク」という。)を長崎市野母

町に設ける。

(構成)

第2条恐竜パークは、次に掲げる施設をもつて

構成する。

①長崎市恐竜博物館(長崎市恐竜博物館条

例(令和2年長崎市条例第47号。以下「恐竜

博物館条伊1」という。)第1条に規定する長

崎市恐竜博物館をいう。以下「恐竜博物館」

という。)

②長崎市軍艦島資料館(長崎市軍艦島資料

館条例(平成28年長崎市条例第3号)第1条

に規定する長崎市軍艦資料館をいう。)

③長崎市野母崎文化センター(長崎市文化

センター条例(平成16年長崎市条例第43号)

第2条に規定する長崎市野母崎文化センター

をいう。以下「野母崎文化センター」とい

現行

(設置)

第1条本市は、野母崎地区において学習、文

化、スポーツ及び地域交流の場を一体的に提供

することにより、市内外の人々の来訪及び市民

の活動を促し、もつて地域の活性化及び観光の

振興に資するため、長崎のもざき恐竜パーク

(以下「恐竜パーク」という。)を長崎市野母

町に設ける。

(構成)

第2条恐竜パークは、次に掲げる施設をもつて

構成する。

Φ長崎市恐竜博物館(長崎市恐竜博物館条

例(令和2年長崎市条例第47号。以下「恐竜

博物館条伊1」という。)第1条に規定する長

崎市恐竜博物館をいう。以下「恐竜博物館」

という。)

②長崎市軍艦島資料館(長崎市軍艦島資料

館条例(平成28年長崎市条例第3号)第1条

に規定する長崎市軍艦島資料館をいう。)

③長崎市野母崎文化センター(長崎市文化

センター条例(平成16年長崎市条例第43号)

第2条に規定する長崎市野母崎文化センター

をいう。以下「野母崎文化センター」とい

う。)

改正後(案)

④恐竜広場(長崎のもざき恐竜パーク体育

館(以下「恐竜パーク体育館」という。)、

のもざき恐竜パーク庭球・(以下「恐竜

パーク庭球場」という。)その他の前3号に

掲げる施設以外の施設をいう。以下同じ。)

(指定管理者による管理)

第3条市長及び教育委員会(以下「市長等」と

う。)

④恐竜広場(長崎のもざき恐竜パーク体育

館(以下「恐竜パーク体育館」という。)そ

の他の前3号に掲げる施設以外の施設をい

う。以下同じ。)

(指定管理者による管理)

第3条市長及び教育委員会(以下「市長等」と

13



いう。)は、恐竜パークの管理を地方自治法

(昭和22年法律第釘号)第244条の2第3項の

規定により、市長等が指定するもの(以下「指

定管理者」という。)に行わせる。

2 市長等は、前項の指定に当たつては、公募の

方法により、これを行うものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、

申請書に事業計画その他市長等が別に定める

書類を添付して、市長等に提出しなけれぱなら

ない。

4 市長等は、前項の規定により提出された類

を審査し、次に掲げる条件を満たすもののうち

からも適当と認めるものを指定管理者として

指定する。

①市民及び観光客の平等利用を確保するこ

とができるものであること。

②恐竜パークの効用を大限に発揮すると

ともに、管理経費の縮減が図られるものであ

ること。

③恐竜パークの管理を安定して行う物的能

力及び人的能力を有しているものであるこ

と。

④前3号に掲げるもののほか、市長等が別

に定める条件

(指定管理者が行う業務)

第4条指定管理者は、次に掲げる業務を行うも

のとする。

(1)第2条各号に掲げる施設(以下この条に

おいて単に「施設」という。)の利用に関す

る業務(次号に掲げる業務を除く。)

②野母崎文化センター又は恐竜広場(恐竜

パーク体育館及び恐竜パーク球に限

いう。)は、恐竜パークの管理を地方自治法

(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の

規定により、市長等が指定するもの(以下「指

定管理者」という。)に行わせる。

2 市長等は、前項の指定に当たつては、公募の

方法により、これを行うものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、

申請に事業計画書その他市長等が別に定める

書類を添付して、市長等に提出しなけれぱなら

4 市長等は、前項の規定により提出された書類

を審査し、次に掲げる条件を満たすもののうち

から最も適当と認めるものを指定管理者として

指定する。

(1)市民及び観光客の平等利用を確保するこ

とができるものであること。

②恐竜パークの効用を大限に発揮すると

ともに、管理経費の縮減が図られるものであ

ること。

③恐竜パークの管理を安定して行う物的能

力及び人的能力を有しているものであるこ

と。

④前3号に掲げるもののほか、市長等が別

に定める条件

(指定管理者が行う業務)

第4条指定管理者は、次に掲げる業務を行うも

のとする。

(1)第2条各号に掲げる施設(以下この条に

おいて単に「施設」という。)の利用に関す

る業務(次号に掲げる業務を除く。)

②野母崎文化センター又は恐竜広場(恐竜

る。)の利用の許可に関する業務

③恐竜パークの運営、宣伝及び利用促進に

・ 14 ・

パーク体育館に限る

いて同じ。)の利用の許可に関する業務

③恐竜パークの運営、宣伝及び利用促進に

9 及ぴ 15 にお



関する業務

④施設及ぴその設備の維持管理に関する業

務

⑤恐竜博物館条例第2条第3号に掲げる事

業の実施に関する業務

(6)前各号に掲げるもののほか、恐竜パーク

の運営に関して市長(恐竜博物館及ぴ野母崎

文化センターにあつては、教育委員会)が必

要と認める業務

(開場時間及ぴ休場日)

第5条恐竜広場の開場時間及び休場日は、市長

の承認を得て指定管理者が定める。

2 前項の承認の基準は、恐竜広場の利用形態、

利用者の利便性等を勘案して市長が別に定め

る。

(行為の制限)

第6条恐竜広場において、次に掲げる行為をし

ようとする者は、指定管理者の許可を受けなけ

れぱならない。

①行商、募金その他これらに類する行為を

すること。

②業として写真又は映画を撮影すること。

(3)興行をすること。

④広告物を掲出すること。

⑤集会、展示会その他これらに類する催し

を行うこと。

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が公衆

の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限

り、前項の許可(以下「行為の許可」とい

う。)を与えることができる。

3 指定管理者は、恐竜広場の管理上必要がある

と認めるときは、行為の許可について条件を付

することができる。

(行為の不許可)

関する業務

④施設及びその設備の維持管理に関する業

務

⑤恐竜博物館条例第2条第3号に掲げる事

業の実施に関する業務

(6)前各号に掲げるもののほか、恐竜パーク

の運営に関して市長(恐竜博物館及び野母崎

文化センターにあつては、教育委員会)が必

要と認める業務

(開場時間及ぴ休場日)

第5条恐竜広場の開場時問及び休場日は、市長

の承認を得て指定管理者が定める。

2 前項の承認の基準は、恐竜広場の利用形態、

利用者の利便性等を勘案して市長が別に定め

る。

(行為の制限)

第6条恐竜広場において、次に掲げる行為をし

ようとする者は、指定管理者の許可を受けなけ

れぱならない。

(1)行商、募金その他これらに類する行為を

すること。

②業として写真又は映画を撮影すること。

(3)興行をすること。

④広告物を掲出すること。

⑤集会、展示会その他これらに類する催し

を行うこと。

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が公衆

の利用に支障を及ぽさないと認める場合に限

り、前項の許可(以下「行為の許可」とい

う。)を与えることができる。

3 指定管理者は、恐竜広場の管理上必要がある

と認めるときは、行為の許可について条件を付

することができる。

(行為の不許可)
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第7条前条第2項に該当する場合において、指

定管理者が当該行為の許可につき公益上適当で

ないと認めるときは、当該行為の許可をしな

し、。

(行為の禁止)

第8条恐竜広場においては、次に掲げる行為を

してはならない。ただし、行為の許可に係るも

ので指定管理者が特に承認したものについて

は、この限りでない。

(1)恐竜広場の建物、附設備等を損し、

又は汚損すること。

②木竹を伐採し、植物を採取し、又はそれ

らを損すること。

③土地の形質を変更する二と。

(4)鳥を捕し、又は殺すること。

⑤はり紙若しくははり札をし、又は広告を

表示すること。

(6)立入禁止区域に立ち入ること。

(フ)指定された場所以外の場所において、た

き火、野営、汚物の放棄又は駐車をするこ

と。

⑧危険のおそれがあると認められ、又は他

人の迷惑となること。

⑨その他恐竜広場の管理上支障があると認

められること。

(利用の許可)

第9条恐竜広(恐竜パーク館又は恐竜パ

第7条前条第2項に該当する場合において、指

定管理者が当該行為の許可につき公益上適当で

ないと認めるときは、当該行為の許可をしな

し、。

(行為の禁止)

第8条恐竜広場においては、次に掲げる行為を

してはならない。ただし、行為の許可に係るも

ので指定管理者が特に承認したものについて

は、この限りでない。

①恐竜広場の建物、附属設備等を損し、

又は汚損すること。

②木竹を伐採し、植物を採取し、又はそれ

らを損すること。

③土地の形質を変更すること。

(4)鳥を捕し、又は殺すること。

⑤はり紙若しくははり札をし、又は広告を

表示すること。

(6)立入禁止区域に立ち入ること。

(刀指定された所以外の所において、た

き火、野営、汚物の放棄又は駐車をするこ

と。

⑧危険のおそれがあると認められ、又は他

人の迷惑となること。

⑨その他恐竜広場の管理上支障があると認

められること。

(利用の許可)

第9条恐竜広場を利用しようとする者は、指定

管理者の許可を受けなけれぱならない。ーク球にる。以下この及び 15 にお

いて同じ。)を利用しようとする者は、指定管

理者の許可を受けなけれぱならない。

指定管理者は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、前項の許可(以下「利用の許可」と

いう。)をしない。

(1)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれが

・ 16

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、前項の許可(以下「利用の許可」と

いう。)をしない。

①公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれが



あるとき。

(2)恐竜広場の管理上支があるとき。

③集団的に又は常習的に暴力的不法行為を

行うおそれがある組織の利益になると認める

とき。

④その他指定管理者が適当でないと認める

とき。

3 指定管理者は、恐竜広場の管理上必要がある

と認めるときは、利用の許可について条件を付

することができる。

(利用料金)

第10条行為の許可又は利用の許可(以下「利用

等の許可」という。)を受けた者(以下「利用

者」という。)は、恐竜広場の利用に係る料金

(以下「利用料金」という。)を指定管理者に

支払わなけれぱならない。

2 利用料金は、行為の許可に係るものにあつて

は別表第1に掲げる額を、利用の許可に係るも

の(附属設備(恐竜パーク庭球の附

あるとき。

②恐竜広場の管理上支があるとき。

③集団的に又は常習的に暴力的不法行為を

行うおそれがある組織の利益になると認める

とき。

④その他指定管理者が適当でないと認める

とき。

3 指定管理者は、恐竜広場の管理上必要がある

と認めるときは、利用の許可について条件を付

することができる。

(利用料金)

第10条行為の許可又は利用の許可(以下「利用

等の許可」という。)を受けた者(以下「利用

者」という。)は、恐竜広場の利用に係る料金

(以下「利用料金」という。)を指定管理者に

支払わなけれぱならない。

2 利用料金は、行為の許可に係るものにあつて

は別表第11こ掲げる額を、利用の許可に係るも

の(附属設備の利用に係るものを除く。)にあ

つては別表第2に掲げる額を基準として、利用

の形態等の状況を勘案して指定管理者があらか

じめ市長の承認を受けて定めるものとする。

を除く。)にあつては別表第2に掲げる額を基

準として、利用の形態等の状況を勘案して指定

管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める

ものとする。

3 附属設備の利用に係る利用料金については、

指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定

めるものとする。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管

理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条指定管理者は、あらかじめ市長の承認を

受けて定める基準に基づき、利用料金を減免す

ることができる。

(特別の設備等)

< 次において同じ。)の利用に係るもの

3 附属設備の利用に係る利用料金については、

指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定

めるものとする。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管

理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条指定管理者は、あらかじめ市長の承認を

受けて定める基準に基づき、利用料金を減免す

ることができる。

(特別の設備等)
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第12条利用者は、指定管理者の許可を受けて特

別の設備をすることができる。

第13条指定管理者は、恐竜広場の管理上必要が

あると認めるときは、利用者に対し、必要な設

備をすることを命ずることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条利用者は、その権利を他人に譲渡し、又

は転貸してはならない。

(利用目的以外の利用の禁止)

第15条利用者(利用の許可を受けた者に限

る。)は、許可された利用目的以外に恐竜広場

を利用してはならない。

(利用等の許可の取消し等)

第16条指定管理者は、次の各号のいずれかに該

当するときは、利用等の許可を取り消し、又は

行為若しくは利用(次条において「利用等」と

いう。)を停止し、若しくは制限することがで

きる。

(1)偽りその他不正の手段により利用等の許

可を受けたとき。

②利用等の許可の条件に違反したとき。

③この条例又はこの条例に基づく規則に違

反したとき。

2 前項の規定による処分によつて利用者に損害

が生じることがあつても、市及び指定管理者

は、その責めを負わない。

(原状回復)

第17条利用者は、その利用等を終わつたとき、

又は利用等の許可を取り消されたときは、直ち

に係員の指示に従い、その利用等の場所を原状

に復さなけれぱならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないと

きは、市長が代わつて行い、その費用を利用,者

から徴収する。

第12条利用者は、指定管理者の許可を受けて特

別の設備をすることができる。

第13条指定管理者は、恐竜広場の管理上必要が

あると認めるときは、利用者に対し、必要な設

備をすることを命ずることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条'利用者は、その権利を他人に譲渡し、又

は転貸してはならない。

(利用目的以外の利用の禁止)

第15条利用者(利用の許可を受けた者に限

る。)は、許可された利用目的以外に恐竜広場

を利用してはならない6

(利用等の許可の取消し等)

第16条指定管理者は、.次の各号のいずれかに該

当するときは、利用等の許可を取り消し、又は

行為若しくは利用(次条において「利用等」と

いう。)を停止し、若しくは制限することがで

きる。

(1)偽りその他不正の手段により利用等の許

可を受けたとき。

②利用等の許可の条件に違反したとき。

③この条例又はこの条例に基づく規則に違

反したとき。

2 前項の規定による処分によつて利用者に損害

が生じることがあつても、市及ぴ指定管理者

は、その責めを負わない。

(原状回復)

第17条利用者は、その利用等を終わつたとき、

又は利用等の許可を取り消されたときは、直ち

に係員の指示に従い、その利用等の場所を原状

に復さなけれぱならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないと

きは、市長が代わつて行い、その費用を利用者

から徴収する。

ノ
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(利用の禁止又は制限)

第18条市長は、恐竜広場の損壊その他の理由に

よりその利用が危険であると認められる場合又

は恐竜広場に関する工事その他市長がやむを得

ないと認める場合においては、区域及び期間を

定めて、恐竜広場の利用を禁止し、又は制限す

ることができる。

(損害賠償)

第19条恐竜広場の建物、附属設備等を汚損し、

殿損し、又は滅失させた者は、市長の定めると

ころにより、その損害を賠償しなけれぱならな

い。ただし、市長がやむを得ない理由があると

認めるときは、この限りでない。

(市長等による管理)

第20条市長等は、指定管理者の指定をすること

ができないとき、又は指定管理者の指定を取り

消し、若しくは期間を定めて管理の業務の停止

を命じたときは、第3条第1項の規定にかかわ

らず、管理の業務を自ら行うものとする。

2 前項の場合における第5条第1項、第6条か

ら第9条まで、第10条第1項及ぴ第3項、第11

条から第13条まで、第16条、別表第1並びに別

表第2の規定の適用については、第5条第1項

中「市長の承認を得て指定管理者力勺とあるの

は「市長が別に」と、第6条から第9条までの

規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、

第10条第1項中「恐竜広場の利用に係る料金

(以下「利用料金」という。)を指定管理者に

支払わなけれぱならない」とあるのは「別表第

1又は別表第2に掲げる使用料を市長に納入し

なけれぱならない」と、同条第3項中「利用料

金については、指定管理者があらかじめ市長の

承認を受けて」とあるのは「使用料について

は、市長が別に」と、第11条中「指定管理者

19

(利用の禁止又は制限)

第18条市長は、恐竜広場の損壊その他の理由に

よりその利用が危険であると認められる場合又

は恐竜広場に関する工事その他市長がやむを得

ないと認める場合においては、区域及び期間を

定めて、恐竜広場の利用を禁止し、又は制限す

ることができる。

(損害賠償)

第19条恐竜広場の建物、'附属設備等を汚損し、

毅損し、又は滅失させた者は、市長の定めると

ころにより、その損害を賠償しなけれぱならな

い。ただし、市長がやむを得ない理由があると

認めるときは、この限りでない。

(市長等による管理)

第20条市長等は、指定管理者の指定をすること

ができないとき、又は指定管理者の指定を取り

消し、若しくは期問を定めて管理の業務の停止

を命じたときは、第3条第1項の規定にかかわ

らず、管理の業務を自ら行うものとする。

2 前項の場合における第5条第1項、第6条か

ら第9条まで、第10条第1項及び第3項、第11

条から第13条まで、第16条、別表第1並ぴに別

表第2の規定の適用については、第5条第1項

中「市長の承認を得て指定管理者が」とあるの

は「市長が別に」と、第6条から第9条までの

規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、

第10条第1項中「恐竜広場の利用に係る料金

(以下「利用料金」という。)を指定管理者に

支払わなけれぱならない」とあるのは「別表第

1又は別表第2に掲げる使用料を市長に納入し

なけれぱならない」と、同条第3項中「利用料

金については、指定管理者があらかじめ市長の

承認を受けて」とあるのは「使用料について

は、市長が別に」とイ第11条中「指定管理者



は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準

に基づき、利用料金」とあるのは「市長は、特

別の理由があると認めるときは、使用料」と、

第12条、第13条及び第16条第1項中「指定管理

者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「市

及び指定管理者」とあるのは「市」と、別表第

1中「金額」とあるのは「使用料」と、別表第

及び「金額とるのは「用2中「基

料Lとし、第5条第2項並びに第10条第2項及

ぴ第4項の規定は適用しない。

3 市長等は、第1項の規定により管理の業務を

行うこととし、又は同項の規定により行つてい

る管理の業務を行わないこととするときは、あ

らかじめその旨を告示するものとする。

(委任)

第21条この条例の施行について必要な事項は、

別に定める。

附則抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月29日から施行す

る。ただし、附則第10項の規定は公布の日か

ら、附則第11項の規定は同年7月1日から施行

する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」とい

う。)前に附則第6項の規定による改正前の長

崎市体育館条例(昭和48年長崎市条例第21号)

又は附則第8項の規定による改正前の長崎市公

園条例(平成16年長崎市条例第61号)の規定に

よりなされた利用の許可その他の行為は、この

条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に附則第7項の規定による改正前の

長崎市文化センター条例(次項において「改正

前文化センター条例」という。)の規定により

・ 20

は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準

に基づき、利用料金」とあるのは「市長は、特

別の理由があると認めるときは、使用料」と、

第12条、第13条及び第16条第1項中「指定管理

者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「市

及び指定管理者」とあるのは「市」と、別表第

1及び別表第2中「金額」とあるのは「使用

料」とし、第5条第2項並びに第10条第2項及

び第4項の規定は適用しない。

3 市長等は、第1項の規定により管理の業務を

行うこととし、又は同項の規定により行つてい

る管理の業務を行わないこととするときは、あ

らかじめその旨を告示するものとする。

(委任)

第21条この条例の施行について必要な事項は、

別に定める。

附則抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月29日から施行す

る。ただし、附則第10項の規定は公布の日か

ら、附則第11項の規定は同年7月1日から施行

する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」とい

う。)前に附則第6項の規定による改正前の長

崎市体育館条例(昭和48年長崎市条例第21号)

又は附則第8項の規定による改正前の長崎市公

園条例(平成16年長崎市条例第61号)の規定に

よりなされた利用の許可その他の行為は、この

条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に附則第7項の規定による改正前の

長崎市文化センター条例(次項において「改正

前文化センター条伊1」という。)の規定により



なされた利用の許可その他の行為は、附則第7

項の規定による改正後の長崎市文化センター条

例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に改正前文化センター条例の規定に

基づき野母崎文化センターの利用の許可を受け

た者の使用料については、なお従前の例によ

る。

5 施行日前に附則第9項の規定による改正前の

長崎市軍艦島資料館条例の規定によりなされた

模写等の許可その他の行為は、同項の規定によ

る改正後の長崎市軍艦島資料館条例の相当規定

によりなされたものとみなす。

(準備行為)

10 指定管理者の指定に関し必要な手続は、施行

日前においても行うことができる。

(指定管理者が行う業務に関する特仮D

Π教育委員会は、施行日前に第4条第・1号に掲

げる業務(恐竜博物館に係る業務であつて教育

委員会が別に定めるものに限る。)及ぴ同条第

3号に掲げる業務(宣伝及び利用促進に関する

業務に限る。)について、指定管理者に行わせ

ることができる。

なされた利用の許可その他の行為は、附則第7

項の規定による改正後の長崎市文化センター条

例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に改正前文化センター条例の規定に

基づき野母崎文化センターの利用の許可を受け

た者の使用料については、なお従前の例によ

る。

5 施行日前に附則第9項の規定による改正前の

長崎市軍艦島資料館条例の規定によりなされた

模写等の許可その他の行為は、同項の規定によ

る改正後の長崎市軍艦島資料館条例の相当規定

によりなされたものとみなす。

(準備行為)

10 指定管理者の指定に関し必要な手続は、施行

日前においても行うことができる。

(指定管理者が行う業務に関する特例)

11 教育委員会は、施行日前に第4条第1号に掲

げる業務(恐竜博物館に係る業務であつて教育

委員会が別に定めるものに限る。)及び同条第

3号に掲げる業務(宣伝及び利用促進に関する

業務に限る。)について、指定管理者に行わせ

ることができる。

別表第1 (第10条関係)

行為の種類

行商、募金その他これら

に類するもの

業として行う写真又は映

画の撮影

興行

単位

1日

金額

1日

別表第1 (第10条関係)

1月 1,613

1平方メート

ルにつき1日

行為の種類

行商、募金その他これら

に類するもの

104

1,613

業として行う写真又は映

画の撮影

18 興行

単位

1日

21

金額

1日

1月

181平方メート

ルにつき1日

104

円
劇

円
田



告物の掲出

会、展示会その他これ 12

らに類するもの

備考

1 金額を算出する基礎となる面積が、1平

方メートルに満たないとき、又はその面積

に1平方メートル未満の端数があるとき

は、 1平方メートルとして計算する。

2 金額を算出する基礎となる期間で月を単

位としているものは、その期間が1月に満

たないとき、又はその期間に1月未満の端

数があるときは、 1月として計算する。た

だし、その期間が15日以内の場合は、 1月

を30日として日割計算をする。

3 1件の金額力勺00円に満たないものは、

100円とする。

4 金額に1円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てるものとする。

告表示面

平方メート

レにつき1日

平方メート

レ1こつき1日

1,61 告物の掲出

3,23

会、展示会その他これ

らに類するもの

備考

1 金額を算出する基礎となる面が、1平

方メートルに満たないとき、又はその面積

に1平方メートル未満の端数があるとき

は、 1平方メートルとして計算する。

2 金額を算出する基礎となる期間で月を単

位としているものは、その期間が1月に満

たないとき、又はその期間に1月未満の端

数があるときは、 1月として計算する。た

だし、その期間が15日以内の場合は、 1月

を30日として日割計算をする。

3 1件の金額力勺00円に満たないものは、

100円とする。

4 金額に1円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てるものとする。

告表示面

平方メート

レにつき1日

平方メート

レにつき1日

1,613

別表第2 (第10条関係)

1 恐竜パーク育館の利用にる基

金額 a時間につき)区分

アリーナ

12

(ドミントン

a面につき)

(レーボール

(1面につき)

くスケットボー

レ a面につ

き)

の他(全面)

別表第2 (第10条関係)

1,03

アリーナ

区分

691

{ドミントン

a面につき)

丈レーボール

a面につき)

{スケットボー

レ a面につ

き)

の他(全面)

1,037

金額(1時間につき)

3,237

22

691

円
 
1

円
 
1



トレーニング室 1,20

ステ^ジ 71

備考

1 利用時間が1時間未満であるとき、又は

その時間に1時間未満の端数があるとき

は、その利用時問又はその端数時間は、1

時間として計算する。

2 営利、営業、宣伝その他これらに類する

目的で利用するときの金額は、この表に掲

げる金額の倍額とする。

3 アリーナ又はステージの利用者がその利

用に係る準備又はりハーサルのために利用

する時間の金額は、この表に掲げる額(備

考2の適用があるときは、当該適用後の

額)の4割に相当する額とする。この場合

において、当該4割に相当する額に1円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨

てるものとする。

2 恐竜パーク庭球の利用に係る基

(1)テニスコート

トレーニング室

ステ^ジ

備考

1 利用時間が1時間未満であるとき、又は

その時間に1時間未満の端数があるとき

は、その利用時間又はその端数時間は、1

時間として計算する。

2 営利、営業、宣伝その他これらに類する

目的で利用するときの金額は、この表に掲

げる金額の倍額とする。

3 アリーナ又はステージの利用者がその利

用に係る準備又はりハーサルのために利用

する時間の金額は、この表に掲げる額(備

考2の適用があるときは、当該適用後の

額)の4割に相当する額とする。この場合

において、当該4割に相当する額に1円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨

てるものとする。

1,2

712

利前8 前

か0

ら午、ら

110 午

ままで

(半面

につ

き)

午後2 後4 後6

、らかかか

後2ら午ら午ら

ま469

でまででまで

区

で

一般

円

419

円

419

円

419

円

(削除)

円

419 419

円

628

23

用
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1、学校の児

中学校の

又は

校の生

209

用者がこのにげる 1用間のい

の利用に係る又はりハーサれかの全

ルのために利用る合の金額は、このに

げるの4割に相当するとする。この合に

おいて、当該4割に相当するに1円満の数

があるときはの山切りてるものとす

る。

209 209 209 209 314

(2)附

利用

区分

E照

(半面に

き)

間午後6時か

ら午後9時

まで

明

月1日から10月31

日まで

1月1日から翌 2

末日まで

「一般とは 15

学校の生及び

いう

後7 か

ら午後9

まで

児童、

<。)

1,257円

838円

以上の者(小

学の生

の

除

(削除)

24



(参考)恐竜パークの利用状況等

1 恐竜パーク各施設の利用状況

恐竜博物館

軍艦島資料館

野母崎文化センター

恐竜パーク体育館

恐竜パーク庭球場

(参考)恐竜パーク全体※

※恐竜パーク全体については、

施設名称

令和3年度 令和4年度

(10月29日~ (4月1日~

3月31日まで) 10月31日まで)

102,842 人 166,902 人

14,283 人 18,114 人

1.837 人 4,936 人

5,208 人 フ,967 人

1,014 人 1,613人

196,449 人 210,870 人

駐車場の利用状況からの推計値をもとに出

2 恐竜博館

名称

オープニング

企画展

企画展の概要

期間

令和3年10月29日~

令和 3年11月14日

アフターマン展

~未来生物図鑑~

内容

等身大の恐竜の影絵、トリックスの

組立映像などを壁に投影。

計

269,744 人

32,397 人

6,刀3 人

13,175 人

2,627 人

407,319 人

令和4年3月26日~

令和4年7月10日

入館者数

6,315 人

人類絶滅から5000万年後の空想の

動物を等身大のロボットやパネルで

展示。

29,264 人

・ 25

合



キングス

~白亜紀の支配者

たち~

令和4年7月23日~

令和4年9月25日

長崎大恐竜展

~触れよう!学ぼ

う SDGS !シュラ

イヒ恐竜ワールド

白亜紀の各大陸にいた頂点捕食者を

「キング」と名付け、それぞれの地

域の生態系を象徴する存在として紹

介。

^

令和4年10月7日~

令和4年12月25日

23,010 人

フィギュアメーカー・シュライヒ

(本社.ドイツ)の恐竜フィギュア

を展示。

恐竜パークの主なイペント実施状況

期間名称

令和3年恐竜博物館

ナイトミュージア 12月19日

ム

10,087 人

(1ν9

時点)

令和4年

11月4日~6日

内容

地域団体主催の水仙の丘イルミネーションイベント

と連携したイベントとして12/19に、また、ナイトタイ

ムエコノミー推進事業として11/4~11/6までナイト

ミュージアムを開催。

・ 26 ・



水仙の丘イルミネ 令和3年12月~

令和4年1月

クリスマスを一緒に

作ろう!!イベント

水仙まつりを盛り上げるため、水仙の丘イルミネー

ションイベントを地域団体と協力して開催。

令和3年

12月15日~25日

野母崎地区成人式

記念の記念写真撮

影

家庭で眠っている装飾品を寄贈していただき、りユ

ースすることでSDGSの「つくる任つかう責任」の

目標達成と共に地域全体でクリスマスッリーを作

り、恐竜パーク全体を盛り上げるイベントを開催。

令和4年

1月4日

*■..●●*.
'

野母崎連合自治会主催の「野母崎地区成人式」1こ

おいて、成人の皆さんの記念撮影を指定管理者が

地域貢献の一環として実施。

●短冊に願いをいてください●

長Φもざき恐電パーク

・願憾四^^

サンタに願いを

・ 27

ーシヨン



野母崎タコ祭り 令和4年

6月5日、 12日

長崎市南部地区最大

のイベント「五歌祭」

地域住民や地域団体、恐竜パーク、大学、行政が主

体となり、伊勢海老まつり・水仙まつりに継ぐ野母

崎地域3本目となるイベント「第1回野母崎タコ祭

り」を初開催。

令和4年

9月25日

第 10 回ツール・ド・ち

やんぽんIN 長崎のも

ざき恐竜パーク

長崎南商工会年部が中心となり、恐竜パーク指定

管理者も協力し、3年ぶり1こ開催した南部地区のイ

ベント「五歌祭」を恐竜パークで初開催。

令和4年

10月23日

長崎市南部の色と食を楽しみながら、サイクリン

グするイベント「第10回ツール・ド・ちゃんぽん」

が恐竜パークを主会場として初開催。
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4 恐竜博物館の修学旅行生入館者状況

令和3年

10月

11月

.

件数

12月

令和4年

1月

計

2

人數

2月

3月

9

75

うち市内

件数

4月

10

5月

453

6月

424

人数

7月

108

8月

うち市外

件数

9月

10月

4

99

2

3

人數

計

380

※市内の1校は、長崎大学附属小

※市外の内訳は、佐世保7、諌早2、島原2L 時津1、大村1、波佐見2、

西海3、松浦4、雲仙 1、東彼杵1、対馬 1、新上五島2、壱岐 1

※県外の内訳は、佐賀 1,福岡 1、大分2、広島2、兵庫3、静岡 1、京都1、

神奈川 1、東京1

※長崎市内小学5年生の宿泊体験学習における恐竜博物館見学は、市内67校中、

令和4年12月までに61校実施予定(実施率91%)

4

7

329

75

うち県外

件数

7

315

2

300

7

203

U

人数

93

342

2,519

3

54

221

2

108

4

妬

248

99

315

2

3

3

28

93

335

186

1,465

81

4

13

156

955

【

29
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5

(1

周辺飲食店からの評価(野母崎地区内12店舗にヒアリング)

)恐竜パークのオープン直後(令和3年11月聞き取り)

・土日祝日の来客数は増えている。

・行列ができる店舗もある。

・家族連れが多くなっナこ。

・一部飲食店では平日も若干だが来客数が増えている。

・昼食時に客が集中し、対応できない。

,満席になって待ち時間が1時間以上となりご帰る客もいる。

・子供向けのメニューを用意していない。

・土日に集中しすぎているので、平日に分散する対策も欲しい。

(2)恐竜パークのオープンから約半年経過後(令和4年5月聞き取り)

"前年度と比較し、この間の売り上げは増加している。(10%~30%)

・時間経過とともに、元に戻った。効果はオープン時だけであった。

増加

家族連れ、こども連れの客層が多くなった。

8店舗

※令和3年11月のヒアリングと同様に、ファミリー層増加の意見が多く、効果が

出ていると考えられる。

(3)コロナ前の令和元年と令和4年のゴールデンウィーク期間中の比較(令和4年5月

聞き取り)

・来客数や売り上げは増えた。

・コロナ前までには回復していない。

オープン時だけ

2店舗

変化なし

1店舗

増加

・市外、県外からのお客様が多く来た。

7店舗

(4)その他店舗からの意見

・恐竜パークで店舗の案内をしてほしい。

.お客様から恐竜パークの駐車場が少ない、また、来る途中の看板が少ないとの

意見有り。

・恐竜パークに来た人を野母崎全体に回遊さ.せて.ほしい。

・恐竜パークに来た人が野母崎全体を動けるシステムがあれぱいい。

減少した

オープン時だけ

1店舗

1店舗

変化なし

1店舗

未回復

2店舗

コロナ前未開店

1店舗

・ 30 ・



6 恐竜博物館アンケート調査(来館状況

恐竜博物館来館者アンケート結果
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9 交通手段

マイカーレンタカー路線バス

7 開業1年間の評価・検証

0博館入館者やパーク来者が想定を大きく上回った

・恐竜博物館当初年間目標約12万人⇔約27万人

・恐竜パーク全体では、約41万人の来場

論ミ
N-

*訳
ON

00

タクシー

*ゞ
O t"

00

自転班

翆訳
00

0戸

モの他

10 滞在時間

)周辺飲食店の客層変化とり上げ増加

R3.10以降、新規出店 5店舗(飲食系)

地域の産業者団体で構成する野母崎産業活性化協会の組織化と「GAOGAO」の

経営コ売り上げ好調

家族連れ、ファミリー層の来店増加。過半数を超える店で売り上げ+10%~20%

コ店舗意見:コロナ禍で売り上げが減少してもおかしくない中、売り上げ

増加していることは、単純に十10%の効果以上のものがあ

る。

・家族向けの新商品開発⇔恐竜プリン、恐竜パンケーキ

地域に賑わいと,カ、チャレンジ生み出している

2~3時聞

^ 水仙まつりの10倍以上の来場

②イベント増加⇔来場者増加相乗効果(来場目的に変化と厚み)

・タコ祭り

・クリスマスイルミネーション

・五歌祭(3年ぶり開催。前回は高浜で開催)

・ツール・ド・ちゃんぽん(以前は伊王島発着で開催)

. Nanozaki Ni三ht Festiva1 2022 (ゼンリン実施。ナイトタ仏エコノミー推進事業補助金

対象)

専用バスッアー+夜間の恐竜博物館(ナイトミュージアム)+HO「110n長崎夕食+デ

ジタル恐竜パーク(MRレンズ)

3時間以上

2倍以上!!

・ 32 ・
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③恐竜博物館研究成果

・令和3年度の発掘化石標本数 270点うち恐竜化石 15点

・ティラノサウルス科の化石発見報告(R4.10.21 本市3例目)

・来館者の満足度約90%

●見えてきた課題と対応の考え方

オ」プニング効果後の

来館者、来場者の維持

課題

自家用車以外の交通手

段の選択肢

県外客の増加

継続的な恐竜化石の発見

体験型も含めた企画展の工夫

多種多様なイベント、仕掛け

魅力ある景観、食事(グルメ)

平日客の増加

土日の直行バス試験運行

対応の考え方

・修学旅行の誘致

・福岡圏での営業、宣伝

・ SNSによる情報拡散

. i+Land 舶gasaki 長崎

駐車場の確保

野母崎地区内での回遊

シニア層をターゲットにした魅カコンテンツづくり

→ジオ(地層)クルーズ

野母崎さるく(長崎歴史検定1級者が案内)

夜間開園、ナイトイルミネーション

・ 33 ・

・庭球場の廃止

(若者)

(伊王島)との連携

・恐竜パークを起終点とした電動自転車貸し出し

・インフォメーションセンターへの周遊マップ

(観光地・飲食店)掲示 、
、


